
川越市告示第３６０号 

 

市道路線の供用開始に関する告示 

 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づ

き、別記のように市道の供用を開始する。 

その関係図面は、川越市建設部建設管理課において、令和８年５月１

日から令和８年５月１５日まで一般の縦覧に供する。 

 

 

令和８年５月１５日 

 

川越市長 森 田 初 恵 

 

 



道路の種類 路線名 供用開始日 備考
市道 市道1689号線 志多町7番20地先 志多町7番25地先 令和8年5月1日
市道 市道6992号線 砂新田六丁目1番30地先 砂新田六丁目1番41地先 令和8年5月1日

区間
記



Ｓ＝１：５，０００

路 線 名

１６８９ 75.4 4.5 ～ 8.7
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さいたま地方検察庁
川越支部

さいたま地方裁判所
川越支部
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川越児童相談所
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Ｓ＝１：５，０００

路 線 名

６９９２ 64.6 4.5 ～11.9

認  定  路  線

 延長（ｍ）  幅員（ｍ） 起点

終点

凡　　例

●

▲

市道6992号線

●

▲

路　線　図

南部地域
公共広場

県立川越初雁高等学校

県立川越特別支援学校
川越たかしな分校


